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予 算 課 長

「東日本大震災における災害廃棄物を原燃料としたセメントの使用を

評価する総合評価落札方式の試行について」の一部改正について

今般、総合評価落札方式の運用については、「国土交通省直轄工事における

総合評価落札方式の運用ガイドラインについて」（平成25年３月26日付け国地

契第109号、国官技第296号、国営計第121号、国北予第53号）により行うこと

とされたところである。

これを踏まえ、「東日本大震災における災害廃棄物を原燃料としたセメント

の使用を評価する総合評価落札方式の試行について」（平成24年４月17日付け

国地契第４号、国官技第27号、国営管第41号、国営計第7号、国港総第23号、

国港技第10号、国空予管第21号、国空安保第19号、国空交企第39号、国北予第

4号）の一部を下記のとおり改正することとしたので、遺漏無きよう措置され

たい。

記

「東日本大震災における災害廃棄物を原燃料としたセメントの使用を評価す

る総合評価落札方式の試行について」（平成24年４月17日付け国地契第４号、

国官技第27号、国営管第41号、国営計第7号、国港総第23号、国港技第10号、

国空予管第21号、国空安保第19号、国空交企第39号、国北予第4号）の一部を

次のように改正する。

記１中「高度技術提案型総合評価方式」を「技術提案評価型Ａ型若しくは高

度技術提案型総合評価落札方式」に改め、「「総合評価落札方式における提出資

料の簡素化等について」（平成21年４月23日付け国地契第７号、国官技第21号、

国営計第21号）、」を削る。

附 則

この通知は、平成25年３月26日より施行する。


